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(57)【要約】
　本発明は、有効画素領域の透明樹脂の膜厚を精度よく
測定することができる有機ＥＬディスプレイを提供する
ことを課題とする。本発明の有機ＥＬディスプレイは、
所定方向に間隔をあけて配置される複数の隔壁（２５）
と、隣接する隔壁（２５）の間に設けられた有機発光層
（２６）とを有する有機ＥＬデバイス（２１）と、ブラ
ックマトリックス（２９）とブラックマトリックス（２
９）の各枠内に配置された色素層（３０）とを有するカ
ラーフィルタ（２２）とが、透明樹脂（３１）を介して
貼合わされた構造を持ち、ブラックマトリックス（２９
）の隔壁（２５）に対向する部分を除く部分に、光透過
性の開口部（３３）が設けられていることを特徴とする
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定方向に間隔をあけて配置される複数の隔壁と、隣接する前記隔壁の間に設けられた
有機発光層と、下部電極と、前記下部電極とともに前記有機発光層を挟む上部電極とを有
する有機ＥＬデバイスと、
　ブラックマトリックスと前記ブラックマトリックスの各枠内に配置された色素層とを有
するカラーフィルタと、
　前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとの間に配置された透明樹脂と、
を備え、前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとが前記透明樹脂を介して貼合わさ
れた構造を持ち、
　前記ブラックマトリックスの前記隔壁に対向する部分を除く部分に、光透過性の開口部
が設けられている
ことを特徴とする有機ＥＬディスプレイ。
【請求項２】
　前記開口部が、同色の前記色素層の間に設けられていることを特徴とする請求項１記載
の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項３】
　前記開口部を平面視したときの形状が長方形または長円であることを特徴とする請求項
１もしくは２のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項４】
　前記開口部が破断状に設けられていることを特徴とする請求項１もしくは２のいずれか
に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項５】
　前記ブラックマトリックスの前記開口部の周囲に、前記有機ＥＬデバイス側に突出する
壁部が設けられていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の有機ＥＬデ
ィスプレイ。
【請求項６】
　所定方向に間隔をあけて配置される複数の隔壁と、隣接する前記隔壁の間に設けられた
有機発光層と、下部電極と、前記下部電極とともに前記有機発光層を挟む上部電極とを有
する有機ＥＬデバイスと、
　ブラックマトリックスと前記ブラックマトリックスの各枠内に配置された色素層とを有
するカラーフィルタと、
　前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとの間に配置された透明樹脂と、
を備え、前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとが前記透明樹脂を介して貼合わさ
れた構造を持つ有機ＥＬディスプレイを製造する方法であって、
　前記ブラックマトリックスを作成する際か、または前記ブラックマトリックスを作成し
た後に、前記ブラックマトリックスの前記隔壁に対向する部分を除く部分に光透過性の開
口部を形成する
ことを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項７】
　請求項６記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、前記有機ＥＬデバイスと前
記カラーフィルタとを貼合せた後に、前記ブラックマトリックスに形成された前記開口部
を介して前記透明樹脂へ測定用光を照射し、前記透明樹脂からの反射光を用いて前記透明
樹脂の膜厚を測定することを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項８】
　請求項６もしくは７のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、前
記ブラックマトリックスを作成する際か、または前記ブラックマトリックスを作成した後
に、前記ブラックマトリックスの前記開口部の周囲に、前記有機ＥＬデバイス側に突出す
る壁部を形成することを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイおよびその製造方法に関し、特に、有機ＥＬデバイス
とカラーフィルタとが透明樹脂を介して貼合わされた構造を持つトップエミッション構造
の有機ＥＬディスプレイパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なトップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルの構成を図５に示す。
図５（ａ）は一般的なトップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図、
図５（ｂ）は、図５（ａ）に示すＡ１－Ａ１線に沿った断面図である。
【０００３】
　一般的に、トップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルでは、有機ＥＬデバ
イス１の採光面側にカラーフィルタ２が配置される。有機ＥＬデバイスの採光面とは、光
が射出される面のことである。
【０００４】
　有機ＥＬデバイス１は、基板３上に下部電極４が設けられ、三原色の有機発光層６が下
部電極４と上部電極７とで挟まれた構造を持つ。隣接する有機発光層６は発光層隔壁５で
隔てられている。一方、カラーフィルタ２は、透明基板８上に格子状のブラックマトリッ
クス９が設けられ、そのブラックマトリックス９の各枠内に三原色の色素層１０が配置さ
れた構造を持つ。カラーフィルタ２は、カラーフィルタ２のブラックマトリックス９側の
面が有機ＥＬデバイス１に対向する状態で、有機ＥＬデバイス１上に配置される。透明基
板８には例えば硝子基板が用いられる。
【０００５】
　三原色の有機発光層６は、赤色発光層、青色発光層、緑色発光層からなる。それらの各
色の有機発光層６は第１の方向に繰り返し配置される。第１の方向に直交する第２の方向
には、同色の有機発光層６が配置される。三原色の色素層１０は、図５（ａ）に示すよう
に、赤色素層１０ａ、青色素層１０ｂ、緑色素層１０ｃからなる。それらの各色の色素層
１０は第１の方向に繰り返し配置される。第２の方向には、同色の色素層１０が配置され
る。
【０００６】
　三原色の色素層１０は、三原色の有機発光層６から発光された三原色光の色度を調整す
るために設けられている。また、ブラックマトリックス９は、三原色の有機発光層６から
発光された三原色光の混色を防止するために設けられている。ブラックマトリックス９と
色素層１０は、有機ＥＬディスプレイパネルにおいて映像を表示する有効画素領域の全面
にわたって設けられている。
【０００７】
　有機ＥＬデバイス１とカラーフィルタ２は、透明樹脂１１で接着されている。透明樹脂
１１を用いることにより、有機発光層６から発光された三原色光は、光量が減衰すること
なく色素層１０に到達する。透明樹脂１１は、有機発光層６を酸素や水による劣化から保
護する機能も有している。
【０００８】
　また、有機ＥＬディスプレイパネルにおいては、色ムラを抑制するために、有機ＥＬデ
バイス１の有機発光層６からカラーフィルタ２の色素層１０までの距離を決める透明樹脂
１１の膜厚を所定の許容範囲内に設定する必要がある。
【０００９】
　例えば特許文献１には、透明樹脂１１の膜厚を設定する技術として、図６に示すように
、透明樹脂層に球状スペーサ１２を拡散混合させることで透明樹脂１１の膜厚を設定する
技術が従来から提案されている。図６は透明樹脂層に球状スペーサが拡散混合されている
従来の有機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であり、詳しくは、図６（ａ）はその
有機ＥＬディスプレイパネルの平面図、図６（ｂ）は、図６（ａ）に示すＡ２－Ａ２線に
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沿った断面図、図６（ｃ）は、図６（ａ）に示すＡ３－Ａ３線に沿った断面図である。な
お、図６において、図５に示す部材と同じ部材には同一符号を付している。
【００１０】
　また、例えば特許文献２には、透明樹脂１１の膜厚を設定する他の技術として、図７に
示すように、有機ＥＬデバイス１とカラーフィルタ２との間に棒状スペーサ１３を設ける
ことで透明樹脂１１の膜厚を設定する技術が従来から提案されている。図７は有機ＥＬデ
バイスとカラーフィルタとの間に棒状スペーサが設けられた従来の有機ＥＬディスプレイ
パネルの構成を示す図であり、詳しくは、図７（ａ）はその有機ＥＬディスプレイパネル
の平面図、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示すＡ４－Ａ４線に沿った断面図、図７（ｃ）は
、図７（ａ）に示すＡ５－Ａ５線に沿った断面図である。なお、図７において、図５に示
す部材と同じ部材には同一符号を付している。棒状スペーサ１３は、カラーマトリックス
９に設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－２５７９０７号公報
【特許文献２】特開２００４－３１１３０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　以上説明したように、従来の有機ＥＬディスプレイパネルにおいては、透明樹脂層に球
状のスペーサを拡散混合させるか、または有機ＥＬデバイスとカラーフィルタとの間に棒
状のスペーサを設けることにより、透明樹脂の膜厚が設定されている。
【００１３】
　しかしながら、上記した透明樹脂の膜厚設定方法では、真空貼合せ工法で有機ＥＬデバ
イスとカラーフィルタとを貼合せる場合に、透明樹脂の膜厚が所定の膜厚以下になること
を防止することはできても、透明樹脂の膜厚が所定の膜厚以上になることは防止できない
。したがって、有機ＥＬデバイスとカラーフィルタとを貼合せた後に透明樹脂の膜厚を測
定して、透明樹脂の膜厚が所定の許容範囲に入っているかどうかについて確認する必要が
ある。透明樹脂の膜厚が所定の許容範囲から外れると色ムラが発生するため、有機ＥＬデ
ィスプレイパネルの製造においては、透明樹脂の膜厚管理が重要となる。
【００１４】
　透明樹脂の膜厚は、透明樹脂層に測定用光を照射することによって測定できる。詳細に
は、透明樹脂層に測定用光を照射し、その透明樹脂層の上下の界面からの反射光を得、そ
れらの反射光を用いて透明樹脂の膜厚を測定する。ところが、従来のトップエミッション
構造の有機ＥＬディスプレイパネルには、透明樹脂の膜厚測定が不安定になる、あるいは
透明樹脂の膜厚を測定できない、という問題がある。これは、ブラックマトリックスや色
素層によって測定用光の光量が減衰し、透明樹脂層の上下の界面からの反射光の光量が測
定に対して充分でなくなるためである。測定用光の光量が減衰するのは、従来のトップエ
ミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルでは、カラーフィルタの下側に設けられた
透明樹脂の膜厚を、カラーフィルタ側から測定用光を照射することによって測定するとき
に、ブラックマトリックスや色素層を測定用光が透過するためである。
【００１５】
　この問題の解決策として、図８に示すように、有機ＥＬディスプレイパネル１４の有効
画素領域１５以外の領域に擬似パターン１６を設け、その擬似パターン１６が設けられた
領域の透明樹脂の膜厚を測定し、有効画素領域１５の透明樹脂の膜厚を類推するという方
法が考えられる。この透明樹脂の膜厚測定方法によれば、ブラックマトリックスや色素層
が配置される有効画素領域１５以外の領域に測定用光が照射されるので、測定用光の光量
が減衰しない。したがって、透明樹脂層の上下の界面からの反射光の光量が測定に対して
充分な光量となる。しかし、この方法は、あくまでも有効画素領域１５の透明樹脂の膜厚
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と、擬似パターン１６が配置される領域の透明樹脂の膜厚とが同一であることが前提であ
るので、有効画素領域１５の透明樹脂の膜厚を直接的に測定する方法に比べて精度に問題
がある。
【００１６】
　本発明の目的は、上記した問題を解決することである。即ち、本発明の目的は、有効画
素領域の透明樹脂の膜厚を精度よく測定することを可能にする有機ＥＬディスプレイおよ
びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明の有機ＥＬディスプレイは、
　所定方向に間隔をあけて配置される複数の隔壁と、隣接する前記隔壁の間に設けられた
有機発光層と、下部電極と、前記下部電極とともに前記有機発光層を挟む上部電極とを有
する有機ＥＬデバイスと、
　ブラックマトリックスと前記ブラックマトリックスの各枠内に配置された色素層とを有
するカラーフィルタと、
　前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとの間に配置された透明樹脂と、
を備え、前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとが前記透明樹脂を介して貼合わさ
れた構造を持ち、
　前記ブラックマトリックスの前記隔壁に対向する部分を除く部分に、光透過性の開口部
が設けられている
ことを特徴とする。
【００１８】
　本構成の有機ＥＬディスプレイによれば、有機ＥＬディスプレイの製造工程において、
ブラックマトリックスに設けた開口部に測定用光を照射することにより、測定用光の光量
を減衰させることなく、有効画素領域内の画素近傍の透明樹脂からの反射光を観測できる
。よって、有効画素領域内の画素近傍の透明樹脂の膜厚を精度よく測定することが可能と
なり、色ムラのない有機ＥＬディスプレイを製造できる。さらに、ブラックマトリックス
に開口部を設けるだけでよいので、有機ＥＬディスプレイを低コストで製造できる。
【００１９】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、前記開
口部が、同色の前記色素層の間に設けられていることを特徴とする。この構成によると、
異なる色の光が開口部から漏れて混じり合うことを防止することができ、色ムラや混色の
ない有機ＥＬディスプレイを提供できる。
【００２０】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、前記開
口部を平面視したときの形状が長方形または長円であることを特徴とする。この構成によ
ると、測定用光の照射位置と開口部の位置との相対的な位置決めの精度を緩和することが
できる。したがって、安価な位置決め装置を使用できるようになり、有機ＥＬディスプレ
イを低コストで製造できるようになる。
【００２１】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、前記開
口部が破断状に設けられていることを特徴とする。この構成によると、測定用光の相対位
置決め精度を緩和することができる上、開口部からの光漏れを抑制できる。したがって、
有機ＥＬディスプレイを低コストで製造できる上、より色ムラや混色のない有機ＥＬディ
スプレイを提供できる。
【００２２】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、前記ブ
ラックマトリックスの前記開口部の周囲に、前記有機ＥＬデバイス側に突出する壁部が設
けられていることを特徴とする。この構成によると、開口部からの光漏れを確実に低減で
き、より色ムラや混色のない有機ＥＬディスプレイを提供できる。
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【００２３】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、
　所定方向に間隔をあけて配置される複数の隔壁と、隣接する前記隔壁の間に設けられた
有機発光層と、下部電極と、前記下部電極とともに前記有機発光層を挟む上部電極とを有
する有機ＥＬデバイスと、
　ブラックマトリックスと前記ブラックマトリックスの各枠内に配置された色素層とを有
するカラーフィルタと、
　前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとの間に配置された透明樹脂と、
を備え、前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとが前記透明樹脂を介して貼合わさ
れた構造を持つ有機ＥＬディスプレイを製造する方法であって、
　前記ブラックマトリックスを作成する際か、または前記ブラックマトリックスを作成し
た後に、前記ブラックマトリックスの前記隔壁に対向する部分を除く部分に光透過性の開
口部を形成する
ことを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法におい
て、前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとを貼合せた後に、前記ブラックマトリ
ックスに形成された前記開口部を介して前記透明樹脂へ測定用光を照射し、前記透明樹脂
からの反射光を用いて前記透明樹脂の膜厚を測定することを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法におい
て、前記ブラックマトリックスを作成する際か、または前記ブラックマトリックスを作成
した後に、前記ブラックマトリックスの前記開口部の周囲に、前記有機ＥＬデバイス側に
突出する壁部を形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の好ましい形態によれば、有効画素領域の透明樹脂の膜厚を精度よく測定するこ
とが可能となり、色ムラのない有機ＥＬディスプレイを低コストで製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態１における有機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であ
り、詳しくは、図１（ａ）は本発明の実施の形態１における有機ＥＬディスプレイパネル
の平面図、図１（ｂ）は、図１（ａ）に示すＢ１－Ｂ１線に沿った断面の一部を示す図、
図１（ｃ）は、図１（ａ）に示すＡ１１－Ａ１１線に沿った断面図、図１（ｄ）は、図１
（ａ）に示すＡ１２－Ａ１２線に沿った断面図である。
【図２】本発明の実施の形態１における有機ＥＬディスプレイパネルの他例を示す平面図
【図３】本発明の実施の形態１における有機ＥＬディスプレイパネルの他例を示す平面図
【図４】本発明の実施の形態２における有機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であ
り、詳しくは、図４（ａ）は本発明の実施の形態２における有機ＥＬディスプレイパネル
の平面図、図４（ｂ）は、図４（ａ）に示すＢ２－Ｂ２線に沿った断面の一部を示す図、
図４（ｃ）は、図４（ａ）に示すＡ１３－Ａ１３線に沿った断面図、図４（ｄ）は、図４
（ａ）に示すＡ１４－Ａ１４線に沿った断面図である。
【図５】一般的なトップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルを説明するため
の図であり、詳しくは、図５（ａ）は一般的なトップエミッション構造の有機ＥＬディス
プレイパネルの平面図、図５（ｂ）は、図５（ａ）に示すＡ１－Ａ１線に沿った断面図で
ある。
【図６】透明樹脂層に球状スペーサが拡散混合されている従来の有機ＥＬディスプレイパ
ネルの構成を示す図であり、詳しくは、図６（ａ）は透明樹脂層に球状スペーサが拡散混
合されている従来の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図、図６（ｂ）は、図６（ａ）に
示すＡ２－Ａ２線に沿った断面図、図６（ｃ）は、図６（ａ）に示すＡ３－Ａ３線に沿っ
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た断面図である。
【図７】有機ＥＬデバイスとカラーフィルタとの間に棒状スペーサが設けられた従来の有
機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であり、詳しくは、図７（ａ）は有機ＥＬデバ
イスとカラーフィルタとの間に棒状スペーサが設けられた従来の有機ＥＬディスプレイパ
ネルの平面図、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示すＡ４－Ａ４線に沿った断面図、図７（ｃ
）は、図７（ａ）に示すＡ５－Ａ５線に沿った断面図である。
【図８】透明樹脂の膜厚測定用の擬似パターンが有効画素領域以外の領域に設けられたト
ップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の各実施の形態におけるトップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイ
パネルについて、図面を交えて説明する。但し、先行して説明した部材に対応する部材に
は同一の符号を付して、適宜説明を省略する。
【００２９】
　　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１における有機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であ
り、詳しくは、図１（ａ）はその有機ＥＬディスプレイパネルの平面図、図１（ｂ）は、
図１（ａ）に示すＢ１－Ｂ１線に沿った断面の一部を示す図、図１（ｃ）は、図１（ａ）
に示すＡ１１－Ａ１１線に沿った断面図、図１（ｄ）は、図１（ａ）に示すＡ１２－Ａ１
２線に沿った断面図である。また、図２および図３はそれぞれ本発明の実施の形態１にお
ける有機ＥＬディスプレイパネルの他例を示す平面図である。なお、図２および図３にお
いて、図１に示す部材に対応する部材には同一符号を付している。
【００３０】
　この有機ＥＬディスプレイパネルでは、有機ＥＬデバイス２１の採光面側にカラーフィ
ルタ２２が配置される。有機ＥＬデバイス２１は、基板２３上に下部電極２４がパターニ
ングされ、有機発光層２６が下部電極２４と上部電極２７とで挟まれた構造を持つ。基板
２３は、例えば、硝子上にＴＦＴ回路や平坦化層が積層された構造をしている。パターニ
ングされた下部電極２４は画素として機能する。
【００３１】
　また、有機ＥＬデバイス２１には、第１の方向に所定の間隔をあけて発光層隔壁２５が
複数配置されており、隣接する有機発光層２６は、発光層隔壁２５で隔てられている。即
ち、有機発光層２６は、隣接する発光層隔壁２５の間に設けられている。尚、発光層隔壁
２５は、第１の方向に直交する第２の方向に延在していてもよい。
【００３２】
　三原色の有機発光層２６は、赤色発光層、青色発光層、緑色発光層からなる。それらの
各色の有機発光層２６は第１の方向に繰り返し配置されている。第２の方向には、同色の
有機発光層２６が配置される。この三原色の有機発光層２６は、有効画素領域の全面にわ
たって設けられている。
【００３３】
　一方、カラーフィルタ２２は、透明基板２８上に格子状のブラックマトリックス２９が
設けられ、そのブラックマトリックス２９の各枠内に三原色の色素層３０が配置された構
造を持つ。カラーフィルタ２２は、カラーフィルタ２２のブラックマトリックス２９側の
面が有機ＥＬデバイス２１に対向する状態で、有機ＥＬデバイス２１上に配置される。透
明基板２８には例えば硝子基板を用いることができる。
【００３４】
　各枠内の三原色の色素層３０は、図１（ａ）に示すように、赤色素層３０ａ、青色素層
３０ｂ、緑色素層３０ｃからなる。それらの各色の色素層３０は第１の方向に繰り返し配
置される。第２の方向には、同色の色素層３０が配置される。ブラックマトリックス２９
および三原色の色素層３０は、有効画素領域の全面にわたって設けられている。赤色素層
３０ａ、青色素層３０ｂ、緑色素層３０ｃの厚みは０．５～２μｍである。全ての色素層
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３０の厚みを揃えてもよいし、色ごとに色素層３０の厚みを異ならせてもよい。
【００３５】
　図１（ａ）において、ｄ１は色素層３０の幅を、ｄ２は色素層３０の長さを、ｄ３はブ
ラックマトリックス２９の枠の幅をそれぞれ示す。色素層３０の幅ｄ１は３０～１２０μ
ｍ、色素層３０の長さｄ２は５０～２００μｍ、ブラックマトリックス２９の枠の幅ｄ３
は４０～８０μｍである。また、ブラックマトリックス２９の厚みは、１～３μｍである
。
【００３６】
　上記した有機ＥＬデバイス２１とカラーフィルタ２２は、透明樹脂３１で接着されてい
る。有機ＥＬデバイス２１の基板２３とカラーフィルタ２２の透明基板２８にはそれぞれ
アライメントマークが設けられており、それらのアライメントマークを用いることで、有
機ＥＬデバイス２１に配置された各色の有機発光層２６とカラーフィルタ２２に配置され
た各色の色素層３０の同色同士がずれることなく、有機ＥＬデバイス２１とカラーフィル
タ２２を透明樹脂３１を介して貼合わせることができる。
【００３７】
　透明樹脂３１としては、エポキシ系の樹脂を使用することができる。透明樹脂３１の膜
厚は、５～２０μｍである。透明樹脂３１の膜厚が所定の許容範囲から外れると色ムラが
発生するため、有機ＥＬディスプレイパネルの製造においては、透明樹脂の膜厚管理が重
要となる。したがって、有機ＥＬデバイス２１とカラーフィルタ２２とを貼合せた後に透
明樹脂３１の膜厚を測定して、透明樹脂３１の膜厚が所定の許容範囲に入っているかどう
かについて確認する必要がある。膜厚の許容範囲は±５～１０％である。
【００３８】
　また、この有機ＥＬディスプレイパネルには、透明樹脂３１の膜厚を所定の許容範囲内
に設定することを目的として、有機ＥＬデバイス２１とカラーフィルタ２２との間に棒状
のスペーサ３２が設けられている。このスペーサ３２は、カラーマトリックス２９に設け
られている。
【００３９】
　さらに、この有機ディスプレイパネルでは、ブラックマトリックス２９の発光層隔壁２
５に対向する部分を除く部分に、光透過性の開口部３３が設けられている。開口部３３は
、図１に示すように、隣接する色素層３０の間の中央部に形成するのが望ましい。このよ
うにすれば、有機発光層２６から発光された光の開口部３３からの漏れを抑制できる。さ
らに、ここでは、開口部３３が同色の色素層３０の間に形成されるので、異なる色の光が
開口部３３から漏れて混じり合うことを防止することができる。したがって、色ムラや混
色のない有機ＥＬディスプレイパネルを提供することができる。
【００４０】
　この有機ディスプレイパネルの製造工程には、ブラックマトリックス２９に設けられた
開口部３３を介して透明樹脂３１へ測定用光３４を照射し、透明樹脂３１の上下の界面か
らの反射光を用いて透明樹脂３１の膜厚を測定する工程が含まれる。
【００４１】
　透明樹脂３１の膜厚測定には、例えば光干渉法や共焦点法を用いることができる。いず
れの方法でも、測定対象層の内部まで測定用光を照射し、測定対象層の上下の界面からの
反射光を用いて膜厚を測定する。
【００４２】
　光干渉法では、透明樹脂層の上界面からの反射光３５と透明樹脂層の下界面からの反射
光３６との干渉波形を用いて透明樹脂３１の膜厚を算出する。光干渉法の測定用光には、
波長２００～８００ｎｍの白色光を使用することができる。
【００４３】
　共焦点法では、透明樹脂層の上界面からの反射光３５の共焦点位置と透明樹脂層の下界
面からの反射光３６の共焦点位置との差を用いて透明樹脂３１の膜厚を算出する。共焦点
法の測定用光には、波長３００～６００ｎｍのレーザ光を使用することができる。
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【００４４】
　このような光干渉法や共焦点法による膜厚測定は非破壊検査なので、全数検査が可能と
なる。その結果、製造工程の不良を早期発見することが可能になり、歩留まりが向上し、
製造コストを低減できる。
【００４５】
　以上のように、この実施の形態１の有機ディスプレイパネルにおいては、ブラックマト
リックス２９の発光層隔壁２５に対向する部分を除く部分に光透過性の開口部３３が形成
されている。したがって、有機ディスプレイパネルの製造工程において、開口部３３に測
定用光３４を照射することにより、測定用光３４の光量を減衰させることなく、有効画素
領域内の画素近傍の透明樹脂３１からの反射光３５、３６を観測できる。これにより、有
効画素領域の透明樹脂３１の膜厚を精度よく測定することが可能となり、色ムラのない有
機ＥＬディスプレイパネルを製造できる。さらに、ブラックマトリックス２９に開口部３
３を設けるだけでよいので、有機ＥＬディスプレイを低コストで製造できる。
【００４６】
　続いて、ブラックマトリックス２９に設ける光透過性の開口部３２の他例について説明
する。図１には、平面視したときの形状が円形状の開口部３３を示したが、図２に示す如
く、平面視したときの形状が長方形または長円の開口部３３を設けてもよい。この構成に
よると、測定用光の照射位置と開口部３３の位置との相対的な位置決めの精度を緩和する
ことができる。すなわち、測定用光の照射位置が、長方形または長円の開口部３３の長手
方向に多少ずれても、反射光を観測することができる。したがって、安価な位置決め装置
を使用できるようになり、有機ＥＬディスプレイパネルを低コストで製造できるようにな
る。
【００４７】
　また、図３に示す如く、開口部３３を破断状に設けてもよい。この構成によると、測定
用光の相対位置決め精度を緩和することができる上、開口部３３からの光漏れを抑制でき
る。すなわち、測定用光の照射位置が破断方向に多少ずれても、反射光を観測することが
できるので、測定用光の相対位置決め精度が緩和される。したがって、安価な位置決め装
置を使用できるようになり、有機ＥＬディスプレイパネルを低コストで製造できるように
なる。さらに、光漏れが抑制されるので、より色ムラや混色のない有機ＥＬディスプレイ
パネルを提供できる。この構成は、測定用光のスポット径がブラックマトリックス２９の
枠の幅の１／１０より大きい場合に有効である。
【００４８】
　以上説明した光透過性の開口部３３は、ブラックマトリックス２９を例えばフォトリソ
グラフィ工法により作成する際に、フォトマスクのパターンを適宜選択することで作成す
ることができる。あるいは、ブラックマトリックス２９を作成した後に、ブラックマトリ
ックス２９の一部をレーザ光やプラズマによって除去して開口部３３を作成してもよい。
【００４９】
　　（実施の形態２）
　図４は本発明の実施の形態２における有機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であ
り、詳しくは、図４（ａ）はその有機ＥＬディスプレイパネルの平面図、図４（ｂ）は、
図４（ａ）に示すＢ２－Ｂ２線に沿った断面の一部を示す図、図４（ｃ）は、図４（ａ）
に示すＡ１３－Ａ１３線に沿った断面図、図４（ｄ）は、図４（ａ）に示すＡ１４－Ａ１
４線に沿った断面図である。なお、図４において、図１に示す部材に対応する部材には同
一符号を付している。
【００５０】
　この実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネルは、ブラックマトリックス２９の光透
過性の開口部３３の周囲に、有機ＥＬデバイス２１側に突出する壁部３７が設けられてい
る点が前述した実施の形態１と異なる。
【００５１】
　このように開口部３３の周囲に壁部３７を設けることで、開口部３３からの光漏れを確
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実に低減できる。したがって、より色ムラや混色のない有機ＥＬディスプレイパネルを提
供できる。
【００５２】
　壁部３７は、ブラックマトリックス２９を例えばフォトリソグラフィ工法により作成す
る際に、フォトマスクを切り替えてフォトリソグラフィ工程を２回実行することで作成で
きる。
【００５３】
　また、壁部３７は、ブラックマトリックス２９を構成する材料とは異なる材料で作成し
てもよい。この場合、ブラックマトリックス２９を作成した後に壁部３７を作成する。例
えば、ブラックマトリックス２９を作成した後にスペーサー３２をフォトリソグラフィ工
法で作成する場合は、そのスペーサ３２を作成する際に壁部３７を同時に作成してもよい
。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明にかかる有機ＥＬディスプレイおよびその製造方法は、有効画素領域の透明樹脂
の膜厚を光学式膜厚測定法によって精度よく測定することを可能にするので、有機ＥＬデ
ィスプレイパネルなどの２枚のガラスを貼合せたパネルの製造に有用である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月23日(2010.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイおよびその製造方法に関し、特に、有機ＥＬデバイス
とカラーフィルタとが透明樹脂を介して貼合わされた構造を持つトップエミッション構造
の有機ＥＬディスプレイパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なトップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルの構成を図５に示す。
図５（ａ）は一般的なトップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図、
図５（ｂ）は、図５（ａ）に示すＡ１－Ａ１線に沿った断面図である。
【０００３】
　一般的に、トップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルでは、有機ＥＬデバ
イス１の採光面側にカラーフィルタ２が配置される。有機ＥＬデバイスの採光面とは、光
が射出される面のことである。
【０００４】
　有機ＥＬデバイス１は、基板３上に下部電極４が設けられ、三原色の有機発光層６が下
部電極４と上部電極７とで挟まれた構造を持つ。隣接する有機発光層６は発光層隔壁５で
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隔てられている。一方、カラーフィルタ２は、透明基板８上に格子状のブラックマトリッ
クス９が設けられ、そのブラックマトリックス９の各枠内に三原色の色素層１０が配置さ
れた構造を持つ。カラーフィルタ２は、カラーフィルタ２のブラックマトリックス９側の
面が有機ＥＬデバイス１に対向する状態で、有機ＥＬデバイス１上に配置される。透明基
板８には例えば硝子基板が用いられる。
【０００５】
　三原色の有機発光層６は、赤色発光層、青色発光層、緑色発光層からなる。それらの各
色の有機発光層６は第１の方向に繰り返し配置される。第１の方向に直交する第２の方向
には、同色の有機発光層６が配置される。三原色の色素層１０は、図５（ａ）に示すよう
に、赤色素層１０ａ、青色素層１０ｂ、緑色素層１０ｃからなる。それらの各色の色素層
１０は第１の方向に繰り返し配置される。第２の方向には、同色の色素層１０が配置され
る。
【０００６】
　三原色の色素層１０は、三原色の有機発光層６から発光された三原色光の色度を調整す
るために設けられている。また、ブラックマトリックス９は、三原色の有機発光層６から
発光された三原色光の混色を防止するために設けられている。ブラックマトリックス９と
色素層１０は、有機ＥＬディスプレイパネルにおいて映像を表示する有効画素領域の全面
にわたって設けられている。
【０００７】
　有機ＥＬデバイス１とカラーフィルタ２は、透明樹脂１１で接着されている。透明樹脂
１１を用いることにより、有機発光層６から発光された三原色光は、光量が減衰すること
なく色素層１０に到達する。透明樹脂１１は、有機発光層６を酸素や水による劣化から保
護する機能も有している。
【０００８】
　また、有機ＥＬディスプレイパネルにおいては、色ムラを抑制するために、有機ＥＬデ
バイス１の有機発光層６からカラーフィルタ２の色素層１０までの距離を決める透明樹脂
１１の膜厚を所定の許容範囲内に設定する必要がある。
【０００９】
　例えば特許文献１には、透明樹脂１１の膜厚を設定する技術として、図６に示すように
、透明樹脂層に球状スペーサ１２を拡散混合させることで透明樹脂１１の膜厚を設定する
技術が従来から提案されている。図６は透明樹脂層に球状スペーサが拡散混合されている
従来の有機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であり、詳しくは、図６（ａ）はその
有機ＥＬディスプレイパネルの平面図、図６（ｂ）は、図６（ａ）に示すＡ２－Ａ２線に
沿った断面図、図６（ｃ）は、図６（ａ）に示すＡ３－Ａ３線に沿った断面図である。な
お、図６において、図５に示す部材と同じ部材には同一符号を付している。
【００１０】
　また、例えば特許文献２には、透明樹脂１１の膜厚を設定する他の技術として、図７に
示すように、有機ＥＬデバイス１とカラーフィルタ２との間に棒状スペーサ１３を設ける
ことで透明樹脂１１の膜厚を設定する技術が従来から提案されている。図７は有機ＥＬデ
バイスとカラーフィルタとの間に棒状スペーサが設けられた従来の有機ＥＬディスプレイ
パネルの構成を示す図であり、詳しくは、図７（ａ）はその有機ＥＬディスプレイパネル
の平面図、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示すＡ４－Ａ４線に沿った断面図、図７（ｃ）は
、図７（ａ）に示すＡ５－Ａ５線に沿った断面図である。なお、図７において、図５に示
す部材と同じ部材には同一符号を付している。棒状スペーサ１３は、カラーマトリックス
９に設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－２５７９０７号公報
【特許文献２】特開２００４－３１１３０５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　以上説明したように、従来の有機ＥＬディスプレイパネルにおいては、透明樹脂層に球
状のスペーサを拡散混合させるか、または有機ＥＬデバイスとカラーフィルタとの間に棒
状のスペーサを設けることにより、透明樹脂の膜厚が設定されている。
【００１３】
　しかしながら、上記した透明樹脂の膜厚設定方法では、真空貼合せ工法で有機ＥＬデバ
イスとカラーフィルタとを貼合せる場合に、透明樹脂の膜厚が所定の膜厚以下になること
を防止することはできても、透明樹脂の膜厚が所定の膜厚以上になることは防止できない
。したがって、有機ＥＬデバイスとカラーフィルタとを貼合せた後に透明樹脂の膜厚を測
定して、透明樹脂の膜厚が所定の許容範囲に入っているかどうかについて確認する必要が
ある。透明樹脂の膜厚が所定の許容範囲から外れると色ムラが発生するため、有機ＥＬデ
ィスプレイパネルの製造においては、透明樹脂の膜厚管理が重要となる。
【００１４】
　透明樹脂の膜厚は、透明樹脂層に測定用光を照射することによって測定できる。詳細に
は、透明樹脂層に測定用光を照射し、その透明樹脂層の上下の界面からの反射光を得、そ
れらの反射光を用いて透明樹脂の膜厚を測定する。ところが、従来のトップエミッション
構造の有機ＥＬディスプレイパネルには、透明樹脂の膜厚測定が不安定になる、あるいは
透明樹脂の膜厚を測定できない、という問題がある。これは、ブラックマトリックスや色
素層によって測定用光の光量が減衰し、透明樹脂層の上下の界面からの反射光の光量が測
定に対して充分でなくなるためである。測定用光の光量が減衰するのは、従来のトップエ
ミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルでは、カラーフィルタの下側に設けられた
透明樹脂の膜厚を、カラーフィルタ側から測定用光を照射することによって測定するとき
に、ブラックマトリックスや色素層を測定用光が透過するためである。
【００１５】
　この問題の解決策として、図８に示すように、有機ＥＬディスプレイパネル１４の有効
画素領域１５以外の領域に擬似パターン１６を設け、その擬似パターン１６が設けられた
領域の透明樹脂の膜厚を測定し、有効画素領域１５の透明樹脂の膜厚を類推するという方
法が考えられる。この透明樹脂の膜厚測定方法によれば、ブラックマトリックスや色素層
が配置される有効画素領域１５以外の領域に測定用光が照射されるので、測定用光の光量
が減衰しない。したがって、透明樹脂層の上下の界面からの反射光の光量が測定に対して
充分な光量となる。しかし、この方法は、あくまでも有効画素領域１５の透明樹脂の膜厚
と、擬似パターン１６が配置される領域の透明樹脂の膜厚とが同一であることが前提であ
るので、有効画素領域１５の透明樹脂の膜厚を直接的に測定する方法に比べて精度に問題
がある。
【００１６】
　本発明の目的は、上記した問題を解決することである。即ち、本発明の目的は、有効画
素領域の透明樹脂の膜厚を精度よく測定することを可能にする有機ＥＬディスプレイおよ
びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明の有機ＥＬディスプレイは、
　所定方向に間隔をあけて配置される複数の隔壁と、隣接する前記隔壁の間に設けられた
有機発光層と、下部電極と、前記下部電極とともに前記有機発光層を挟む上部電極とを有
する有機ＥＬデバイスと、
　ブラックマトリックスと前記ブラックマトリックスの各枠内に配置された色素層とを有
するカラーフィルタと、
　前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとの間に配置された透明樹脂と、
を備え、前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとが前記透明樹脂を介して貼合わさ
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れた構造を持ち、
　前記ブラックマトリックスの前記隔壁に対向する部分を除く部分に、光透過性の開口部
が設けられている
ことを特徴とする。
【００１８】
　本構成の有機ＥＬディスプレイによれば、有機ＥＬディスプレイの製造工程において、
ブラックマトリックスに設けた開口部に測定用光を照射することにより、測定用光の光量
を減衰させることなく、有効画素領域内の画素近傍の透明樹脂からの反射光を観測できる
。よって、有効画素領域内の画素近傍の透明樹脂の膜厚を精度よく測定することが可能と
なり、色ムラのない有機ＥＬディスプレイを製造できる。さらに、ブラックマトリックス
に開口部を設けるだけでよいので、有機ＥＬディスプレイを低コストで製造できる。
【００１９】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、前記開
口部が、同色の前記色素層の間に設けられていることを特徴とする。この構成によると、
異なる色の光が開口部から漏れて混じり合うことを防止することができ、色ムラや混色の
ない有機ＥＬディスプレイを提供できる。
【００２０】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、前記開
口部を平面視したときの形状が長方形または長円であることを特徴とする。この構成によ
ると、測定用光の照射位置と開口部の位置との相対的な位置決めの精度を緩和することが
できる。したがって、安価な位置決め装置を使用できるようになり、有機ＥＬディスプレ
イを低コストで製造できるようになる。
【００２１】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、前記開
口部が破断状に設けられていることを特徴とする。この構成によると、測定用光の相対位
置決め精度を緩和することができる上、開口部からの光漏れを抑制できる。したがって、
有機ＥＬディスプレイを低コストで製造できる上、より色ムラや混色のない有機ＥＬディ
スプレイを提供できる。
【００２２】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、前記ブ
ラックマトリックスの前記開口部の周囲に、前記有機ＥＬデバイス側に突出する壁部が設
けられていることを特徴とする。この構成によると、開口部からの光漏れを確実に低減で
き、より色ムラや混色のない有機ＥＬディスプレイを提供できる。
【００２３】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、
　所定方向に間隔をあけて配置される複数の隔壁と、隣接する前記隔壁の間に設けられた
有機発光層と、下部電極と、前記下部電極とともに前記有機発光層を挟む上部電極とを有
する有機ＥＬデバイスと、
　ブラックマトリックスと前記ブラックマトリックスの各枠内に配置された色素層とを有
するカラーフィルタと、
　前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとの間に配置された透明樹脂と、
を備え、前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとが前記透明樹脂を介して貼合わさ
れた構造を持つ有機ＥＬディスプレイを製造する方法であって、
　前記ブラックマトリックスを作成する際か、または前記ブラックマトリックスを作成し
た後に、前記ブラックマトリックスの前記隔壁に対向する部分を除く部分に光透過性の開
口部を形成する
ことを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法におい
て、前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとを貼合せた後に、前記ブラックマトリ
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ックスに形成された前記開口部を介して前記透明樹脂へ測定用光を照射し、前記透明樹脂
からの反射光を用いて前記透明樹脂の膜厚を測定することを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の他の側面は、上記した本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法におい
て、前記ブラックマトリックスを作成する際か、または前記ブラックマトリックスを作成
した後に、前記ブラックマトリックスの前記開口部の周囲に、前記有機ＥＬデバイス側に
突出する壁部を形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の好ましい形態によれば、有効画素領域の透明樹脂の膜厚を精度よく測定するこ
とが可能となり、色ムラのない有機ＥＬディスプレイを低コストで製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態１における有機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であ
り、詳しくは、図１（ａ）は本発明の実施の形態１における有機ＥＬディスプレイパネル
の平面図、図１（ｂ）は、図１（ａ）に示すＢ１－Ｂ１線に沿った断面の一部を示す図、
図１（ｃ）は、図１（ａ）に示すＡ１１－Ａ１１線に沿った断面図、図１（ｄ）は、図１
（ａ）に示すＡ１２－Ａ１２線に沿った断面図である。
【図２】本発明の実施の形態１における有機ＥＬディスプレイパネルの他例を示す平面図
である。
【図３】本発明の実施の形態１における有機ＥＬディスプレイパネルの他例を示す平面図
である。
【図４】本発明の実施の形態２における有機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であ
り、詳しくは、図４（ａ）は本発明の実施の形態２における有機ＥＬディスプレイパネル
の平面図、図４（ｂ）は、図４（ａ）に示すＢ２－Ｂ２線に沿った断面の一部を示す図、
図４（ｃ）は、図４（ａ）に示すＡ１３－Ａ１３線に沿った断面図、図４（ｄ）は、図４
（ａ）に示すＡ１４－Ａ１４線に沿った断面図である。
【図５】一般的なトップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルを説明するため
の図であり、詳しくは、図５（ａ）は一般的なトップエミッション構造の有機ＥＬディス
プレイパネルの平面図、図５（ｂ）は、図５（ａ）に示すＡ１－Ａ１線に沿った断面図で
ある。
【図６】透明樹脂層に球状スペーサが拡散混合されている従来の有機ＥＬディスプレイパ
ネルの構成を示す図であり、詳しくは、図６（ａ）は透明樹脂層に球状スペーサが拡散混
合されている従来の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図、図６（ｂ）は、図６（ａ）に
示すＡ２－Ａ２線に沿った断面図、図６（ｃ）は、図６（ａ）に示すＡ３－Ａ３線に沿っ
た断面図である。
【図７】有機ＥＬデバイスとカラーフィルタとの間に棒状スペーサが設けられた従来の有
機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であり、詳しくは、図７（ａ）は有機ＥＬデバ
イスとカラーフィルタとの間に棒状スペーサが設けられた従来の有機ＥＬディスプレイパ
ネルの平面図、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示すＡ４－Ａ４線に沿った断面図、図７（ｃ
）は、図７（ａ）に示すＡ５－Ａ５線に沿った断面図である。
【図８】透明樹脂の膜厚測定用の擬似パターンが有効画素領域以外の領域に設けられたト
ップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイパネルを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の各実施の形態におけるトップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイ
パネルについて、図面を交えて説明する。但し、先行して説明した部材に対応する部材に
は同一の符号を付して、適宜説明を省略する。
【００２９】
　　（実施の形態１）
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　図１は本発明の実施の形態１における有機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であ
り、詳しくは、図１（ａ）はその有機ＥＬディスプレイパネルの平面図、図１（ｂ）は、
図１（ａ）に示すＢ１－Ｂ１線に沿った断面の一部を示す図、図１（ｃ）は、図１（ａ）
に示すＡ１１－Ａ１１線に沿った断面図、図１（ｄ）は、図１（ａ）に示すＡ１２－Ａ１
２線に沿った断面図である。また、図２および図３はそれぞれ本発明の実施の形態１にお
ける有機ＥＬディスプレイパネルの他例を示す平面図である。なお、図２および図３にお
いて、図１に示す部材に対応する部材には同一符号を付している。
【００３０】
　この有機ＥＬディスプレイパネルでは、有機ＥＬデバイス２１の採光面側にカラーフィ
ルタ２２が配置される。有機ＥＬデバイス２１は、基板２３上に下部電極２４がパターニ
ングされ、有機発光層２６が下部電極２４と上部電極２７とで挟まれた構造を持つ。基板
２３は、例えば、硝子上にＴＦＴ回路や平坦化層が積層された構造をしている。パターニ
ングされた下部電極２４は画素として機能する。
【００３１】
　また、有機ＥＬデバイス２１には、第１の方向に所定の間隔をあけて発光層隔壁２５が
複数配置されており、隣接する有機発光層２６は、発光層隔壁２５で隔てられている。即
ち、有機発光層２６は、隣接する発光層隔壁２５の間に設けられている。尚、発光層隔壁
２５は、第１の方向に直交する第２の方向に延在していてもよい。
【００３２】
　三原色の有機発光層２６は、赤色発光層、青色発光層、緑色発光層からなる。それらの
各色の有機発光層２６は第１の方向に繰り返し配置されている。第２の方向には、同色の
有機発光層２６が配置される。この三原色の有機発光層２６は、有効画素領域の全面にわ
たって設けられている。
【００３３】
　一方、カラーフィルタ２２は、透明基板２８上に格子状のブラックマトリックス２９が
設けられ、そのブラックマトリックス２９の各枠内に三原色の色素層３０が配置された構
造を持つ。カラーフィルタ２２は、カラーフィルタ２２のブラックマトリックス２９側の
面が有機ＥＬデバイス２１に対向する状態で、有機ＥＬデバイス２１上に配置される。透
明基板２８には例えば硝子基板を用いることができる。
【００３４】
　各枠内の三原色の色素層３０は、図１（ａ）に示すように、赤色素層３０ａ、青色素層
３０ｂ、緑色素層３０ｃからなる。それらの各色の色素層３０は第１の方向に繰り返し配
置される。第２の方向には、同色の色素層３０が配置される。ブラックマトリックス２９
および三原色の色素層３０は、有効画素領域の全面にわたって設けられている。赤色素層
３０ａ、青色素層３０ｂ、緑色素層３０ｃの厚みは０．５～２μｍである。全ての色素層
３０の厚みを揃えてもよいし、色ごとに色素層３０の厚みを異ならせてもよい。
【００３５】
　図１（ａ）において、ｄ１は色素層３０の幅を、ｄ２は色素層３０の長さを、ｄ３はブ
ラックマトリックス２９の枠の幅をそれぞれ示す。色素層３０の幅ｄ１は３０～１２０μ
ｍ、色素層３０の長さｄ２は５０～２００μｍ、ブラックマトリックス２９の枠の幅ｄ３
は４０～８０μｍである。また、ブラックマトリックス２９の厚みは、１～３μｍである
。
【００３６】
　上記した有機ＥＬデバイス２１とカラーフィルタ２２は、透明樹脂３１で接着されてい
る。有機ＥＬデバイス２１の基板２３とカラーフィルタ２２の透明基板２８にはそれぞれ
アライメントマークが設けられており、それらのアライメントマークを用いることで、有
機ＥＬデバイス２１に配置された各色の有機発光層２６とカラーフィルタ２２に配置され
た各色の色素層３０の同色同士がずれることなく、有機ＥＬデバイス２１とカラーフィル
タ２２を透明樹脂３１を介して貼合わせることができる。
【００３７】
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　透明樹脂３１としては、エポキシ系の樹脂を使用することができる。透明樹脂３１の膜
厚は、５～２０μｍである。透明樹脂３１の膜厚が所定の許容範囲から外れると色ムラが
発生するため、有機ＥＬディスプレイパネルの製造においては、透明樹脂の膜厚管理が重
要となる。したがって、有機ＥＬデバイス２１とカラーフィルタ２２とを貼合せた後に透
明樹脂３１の膜厚を測定して、透明樹脂３１の膜厚が所定の許容範囲に入っているかどう
かについて確認する必要がある。膜厚の許容範囲は±５～１０％である。
【００３８】
　また、この有機ＥＬディスプレイパネルには、透明樹脂３１の膜厚を所定の許容範囲内
に設定することを目的として、有機ＥＬデバイス２１とカラーフィルタ２２との間に棒状
のスペーサ３２が設けられている。このスペーサ３２は、カラーマトリックス２９に設け
られている。
【００３９】
　さらに、この有機ディスプレイパネルでは、ブラックマトリックス２９の発光層隔壁２
５に対向する部分を除く部分に、光透過性の開口部３３が設けられている。開口部３３は
、図１に示すように、隣接する色素層３０の間の中央部に形成するのが望ましい。このよ
うにすれば、有機発光層２６から発光された光の開口部３３からの漏れを抑制できる。さ
らに、ここでは、開口部３３が同色の色素層３０の間に形成されるので、異なる色の光が
開口部３３から漏れて混じり合うことを防止することができる。したがって、色ムラや混
色のない有機ＥＬディスプレイパネルを提供することができる。
【００４０】
　この有機ディスプレイパネルの製造工程には、ブラックマトリックス２９に設けられた
開口部３３を介して透明樹脂３１へ測定用光３４を照射し、透明樹脂３１の上下の界面か
らの反射光を用いて透明樹脂３１の膜厚を測定する工程が含まれる。
【００４１】
　透明樹脂３１の膜厚測定には、例えば光干渉法や共焦点法を用いることができる。いず
れの方法でも、測定対象層の内部まで測定用光を照射し、測定対象層の上下の界面からの
反射光を用いて膜厚を測定する。
【００４２】
　光干渉法では、透明樹脂層の上界面からの反射光３５と透明樹脂層の下界面からの反射
光３６との干渉波形を用いて透明樹脂３１の膜厚を算出する。光干渉法の測定用光には、
波長２００～８００ｎｍの白色光を使用することができる。
【００４３】
　共焦点法では、透明樹脂層の上界面からの反射光３５の共焦点位置と透明樹脂層の下界
面からの反射光３６の共焦点位置との差を用いて透明樹脂３１の膜厚を算出する。共焦点
法の測定用光には、波長３００～６００ｎｍのレーザ光を使用することができる。
【００４４】
　このような光干渉法や共焦点法による膜厚測定は非破壊検査なので、全数検査が可能と
なる。その結果、製造工程の不良を早期発見することが可能になり、歩留まりが向上し、
製造コストを低減できる。
【００４５】
　以上のように、この実施の形態１の有機ディスプレイパネルにおいては、ブラックマト
リックス２９の発光層隔壁２５に対向する部分を除く部分に光透過性の開口部３３が形成
されている。したがって、有機ディスプレイパネルの製造工程において、開口部３３に測
定用光３４を照射することにより、測定用光３４の光量を減衰させることなく、有効画素
領域内の画素近傍の透明樹脂３１からの反射光３５、３６を観測できる。これにより、有
効画素領域の透明樹脂３１の膜厚を精度よく測定することが可能となり、色ムラのない有
機ＥＬディスプレイパネルを製造できる。さらに、ブラックマトリックス２９に開口部３
３を設けるだけでよいので、有機ＥＬディスプレイを低コストで製造できる。
【００４６】
　続いて、ブラックマトリックス２９に設ける光透過性の開口部３２の他例について説明
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する。図１には、平面視したときの形状が円形状の開口部３３を示したが、図２に示す如
く、平面視したときの形状が長方形または長円の開口部３３を設けてもよい。この構成に
よると、測定用光の照射位置と開口部３３の位置との相対的な位置決めの精度を緩和する
ことができる。すなわち、測定用光の照射位置が、長方形または長円の開口部３３の長手
方向に多少ずれても、反射光を観測することができる。したがって、安価な位置決め装置
を使用できるようになり、有機ＥＬディスプレイパネルを低コストで製造できるようにな
る。
【００４７】
　また、図３に示す如く、開口部３３を破断状に設けてもよい。この構成によると、測定
用光の相対位置決め精度を緩和することができる上、開口部３３からの光漏れを抑制でき
る。すなわち、測定用光の照射位置が破断方向に多少ずれても、反射光を観測することが
できるので、測定用光の相対位置決め精度が緩和される。したがって、安価な位置決め装
置を使用できるようになり、有機ＥＬディスプレイパネルを低コストで製造できるように
なる。さらに、光漏れが抑制されるので、より色ムラや混色のない有機ＥＬディスプレイ
パネルを提供できる。この構成は、測定用光のスポット径がブラックマトリックス２９の
枠の幅の１／１０より大きい場合に有効である。
【００４８】
　以上説明した光透過性の開口部３３は、ブラックマトリックス２９を例えばフォトリソ
グラフィ工法により作成する際に、フォトマスクのパターンを適宜選択することで作成す
ることができる。あるいは、ブラックマトリックス２９を作成した後に、ブラックマトリ
ックス２９の一部をレーザ光やプラズマによって除去して開口部３３を作成してもよい。
【００４９】
　　（実施の形態２）
　図４は本発明の実施の形態２における有機ＥＬディスプレイパネルの構成を示す図であ
り、詳しくは、図４（ａ）はその有機ＥＬディスプレイパネルの平面図、図４（ｂ）は、
図４（ａ）に示すＢ２－Ｂ２線に沿った断面の一部を示す図、図４（ｃ）は、図４（ａ）
に示すＡ１３－Ａ１３線に沿った断面図、図４（ｄ）は、図４（ａ）に示すＡ１４－Ａ１
４線に沿った断面図である。なお、図４において、図１に示す部材に対応する部材には同
一符号を付している。
【００５０】
　この実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネルは、ブラックマトリックス２９の光透
過性の開口部３３の周囲に、有機ＥＬデバイス２１側に突出する壁部３７が設けられてい
る点が前述した実施の形態１と異なる。
【００５１】
　このように開口部３３の周囲に壁部３７を設けることで、開口部３３からの光漏れを確
実に低減できる。したがって、より色ムラや混色のない有機ＥＬディスプレイパネルを提
供できる。
【００５２】
　壁部３７は、ブラックマトリックス２９を例えばフォトリソグラフィ工法により作成す
る際に、フォトマスクを切り替えてフォトリソグラフィ工程を２回実行することで作成で
きる。
【００５３】
　また、壁部３７は、ブラックマトリックス２９を構成する材料とは異なる材料で作成し
てもよい。この場合、ブラックマトリックス２９を作成した後に壁部３７を作成する。例
えば、ブラックマトリックス２９を作成した後にスペーサー３２をフォトリソグラフィ工
法で作成する場合は、そのスペーサ３２を作成する際に壁部３７を同時に作成してもよい
。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明にかかる有機ＥＬディスプレイおよびその製造方法は、有効画素領域の透明樹脂
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の膜厚を光学式膜厚測定法によって精度よく測定することを可能にするので、有機ＥＬデ
ィスプレイパネルなどの２枚のガラスを貼合せたパネルの製造に有用である。
【符号の説明】
【００５５】
　　１、２１　　　　有機ＥＬデバイス
　　２、２２　　　　カラーフィルタ
　　３、２３　　　　基板
　　４、２４　　　　下部電極
　　５、２５　　　　発光層隔壁
　　６、２６　　　　有機発光層
　　７、２７　　　　上部電極
　　８、２８　　　　透明基板
　　９、２９　　　　ブラックマトリックス
　１０、３０　　　　色素層
　１０ａ、３０ａ　　赤色素層
　１０ｂ、３０ｂ　　青色素層
　１０ｃ、３０ｃ　　緑色素層
　１１、３１　　　　透明樹脂
　１２　　　　　　　球状スペーサ
　１３、３２　　　　棒状スペーサ
　１４　　　　　　　有機ＥＬディスプレイパネル
　１５　　　　　　　有効画素領域
　１６　　　　　　　擬似パターン
　３３　　　　　　　開口部
　３４　　　　　　　測定用光
　３５、３６　　　　反射光
　３７　　　　　　　壁部
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定方向に間隔をあけて配置される複数の隔壁と、隣接する前記隔壁の間に設けられた
有機発光層と、下部電極と、前記下部電極とともに前記有機発光層を挟む上部電極とを有
する有機ＥＬデバイスと、
　ブラックマトリックスと前記ブラックマトリックスの各枠内に配置された色素層とを有
するカラーフィルタと、
　前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとの間に配置された透明樹脂と、
を備え、前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとが前記透明樹脂を介して貼合わさ
れた構造を持ち、
　前記ブラックマトリックスの前記隔壁に対向する部分を除く部分に、光透過性の開口部
が設けられている
ことを特徴とする有機ＥＬディスプレイ。
【請求項２】
　前記開口部が、同色の前記色素層の間に設けられていることを特徴とする請求項１記載
の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項３】
　前記開口部を平面視したときの形状が長方形または長円であることを特徴とする請求項
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１もしくは２のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項４】
　前記開口部が破断状に設けられていることを特徴とする請求項１もしくは２のいずれか
に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項５】
　前記ブラックマトリックスの前記開口部の周囲に、前記有機ＥＬデバイス側に突出する
壁部が設けられていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の有機ＥＬデ
ィスプレイ。
【請求項６】
　所定方向に間隔をあけて配置される複数の隔壁と、隣接する前記隔壁の間に設けられた
有機発光層と、下部電極と、前記下部電極とともに前記有機発光層を挟む上部電極とを有
する有機ＥＬデバイスと、
　ブラックマトリックスと前記ブラックマトリックスの各枠内に配置された色素層とを有
するカラーフィルタと、
　前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとの間に配置された透明樹脂と、
を備え、前記有機ＥＬデバイスと前記カラーフィルタとが前記透明樹脂を介して貼合わさ
れた構造を持つ有機ＥＬディスプレイを製造する方法であって、
　前記ブラックマトリックスを作成する際か、または前記ブラックマトリックスを作成し
た後に、前記ブラックマトリックスの前記隔壁に対向する部分を除く部分に光透過性の開
口部を形成する
ことを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項７】
　請求項６記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、前記有機ＥＬデバイスと前
記カラーフィルタとを貼合せた後に、前記ブラックマトリックスに形成された前記開口部
を介して前記透明樹脂へ測定用光を照射し、前記透明樹脂からの反射光を用いて前記透明
樹脂の膜厚を測定することを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項８】
　請求項６もしくは７のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、前
記ブラックマトリックスを作成する際か、または前記ブラックマトリックスを作成した後
に、前記ブラックマトリックスの前記開口部の周囲に、前記有機ＥＬデバイス側に突出す
る壁部を形成することを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】



(23) JP WO2010/128593 A1 2010.11.11

【図１】



(24) JP WO2010/128593 A1 2010.11.11

【図２】

【図３】



(25) JP WO2010/128593 A1 2010.11.11

【図４】



(26) JP WO2010/128593 A1 2010.11.11

【図５】



(27) JP WO2010/128593 A1 2010.11.11

【図６】



(28) JP WO2010/128593 A1 2010.11.11

【図７】



(29) JP WO2010/128593 A1 2010.11.11

10

20

30

40

【国際調査報告】



(30) JP WO2010/128593 A1 2010.11.11

10

20

30

40



(31) JP WO2010/128593 A1 2010.11.11

10

20

30

40



(32) JP WO2010/128593 A1 2010.11.11

10

20

30

40



(33) JP WO2010/128593 A1 2010.11.11

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,S
E,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,
BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,I
L,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ
,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,
ZM,ZW

Ｆターム(参考) 3K107 AA01  BB01  CC33  CC45  DD03  DD89  EE22  EE27  EE42  EE49 
　　　　 　　        EE54  GG56 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。



专利名称(译) 有机EL显示器及其制造方法

公开(公告)号 JPWO2010128593A1 公开(公告)日 2012-11-01

申请号 JP2010524685 申请日 2010-05-06

[标]申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

[标]发明人 金谷国通
高木誠司

发明人 金谷 国通
高木 誠司

IPC分类号 H05B33/12 H01L51/50 H05B33/22 H05B33/10

CPC分类号 G02B5/201 G02B5/223 H01L27/322 H01L27/3246 H01L51/525 H01L51/5284

FI分类号 H05B33/12.E H05B33/14.A H05B33/12.B H05B33/22.Z H05B33/10

F-TERM分类号 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC33 3K107/CC45 3K107/DD03 3K107/DD89 3K107/EE22 3K107
/EE27 3K107/EE42 3K107/EE49 3K107/EE54 3K107/GG56

代理人(译) 原田洋平
森本弘

优先权 2009113106 2009-05-08 JP

其他公开文献 JP4601724B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明的目的是提供一种有机EL显示器，其能够准确地测量有效像素区
域中的透明树脂的膜厚。 本发明的有机EL显示器是一种有机EL器件，其
具有在预定方向上隔开间隔地设置的多个隔壁（25），以及在相邻的隔
壁（25）之间设置的有机发光层（26）。 （21），滤色器（22），其具
有黑矩阵（29）和设置在该黑矩阵（29）的各框架中的染料层（30），
并通过透明树脂（31）层叠。 黑矩阵（29）在与隔壁（25）相对的部分
以外的部分设有透光开口（33）。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/cbb83161-c7fc-4dd3-93cf-4a637b87986a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043050102/publication/JPWO2010128593A1?q=JPWO2010128593A1

